
社会福祉法人松渓会役員及び評議員の報酬及び費用弁償に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規定は、社会福祉法人松渓会（以下「法人」という。）の役員及

び評議員の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。 

 

（報酬） 

第２条 役員及び評議員の報酬は、別表１のとおりとする。 

 

（報酬の総額） 

第３条 定款第２１条に定める、役員に対する各年度の報酬の総額は、 

１，２００万円を超えない範囲とする。 

 

（費用弁償） 

第４条 役員及び評議員が、招集に応じたとき又は法人業務のため旅行したと

きは、費用弁償として旅費を支給する。 

２ 前項の規定により支給する旅費の額は、別表２のとおりとする。 

 

（支払方法） 

第５条 この規程に定めるものを除くほか、支給方法に関しては、職員出張旅

費規程を準用する。 

 

 

 （附則） 

  この規程は、平成２２年１０月 １日から施行する。 

  この規程は、平成２５年１０月 １日  改正 

  この規程は、平成２６年 ４月 １日  改正 

  この規程は、平成２７年 １月 １日  改正 

この規程は、平成２９年 ４月 １日  改正 

この規程は、平成３０年 ４月 １日  改正 

この規程は、平成３１年 ４月 １日  改正 

この規程は、 令和 ２年 ４月  １日   改正 

この規程は、 令和 ３年 ４月 １日   改正 

この規程は、 令和 ４年 ４月 １日   改正 

この規程は、 令和 ５年 ４月 １日   改正 

 

 



別表１ 

（令和３年４月１日改正） 

役 職 区  分 報酬の額    備 考 

理 事 長（常勤） 

 

 

 

・役員俸給表（別紙）を

適用 

 

・賞与 夏・冬 

・勤務実態に応じ

て、号俸の当て嵌

めは評議員会で決

定する。 

・賞与支給率は、職

員の支給率に準ず

る。 

理 事 長（非常勤） 報酬月額 

（報酬月額 100,000円）

＋（報酬日額 18,000円×

出勤日数） 

・賞与は支給しない 

 

理 事（常勤職員） 

職員としての給与は、 

給与規程（別表１）によ

る。※理事業務に関する

報酬は下記による。 

その他、職員給与規

程に準じる。 

  評 議 員 

理  事 

  監  事 

  （非常勤） 

 

報酬日額１５，０００円 

×出勤日数 

・賞与は支給しない 

 

別表２ 

  平成 29年 4月１日 

鉄道賃・舟

賃・航空費 

私有車燃料費 日 当 

（１日につ

き） 

宿泊料  

（一泊につ

き） 

実 費 

（その他、列

車等の急行、

特別急行、寝

台、座席指

定、グリーン

車等の料金を

含む） 

 

出張 

私有車業

務使用基

準により

支給 

 旅費片道  

１００㎞以上

３，０００円 

（５０㎞～１

００㎞未満は

1/2）    

 

１５，０００円 

 

招集 

 

単価２０

円 

×走行距

離 



 

（別紙） 

役 員 俸 給 表 

（令和５年度）                         (R.5.4.1) 

号俸 俸給月額 号俸 俸給月額 号俸 俸給月額 

１ 362,300 ２２ 410,200 ４３ 436,300 

２ 364,900 ２３ 412,000 ４４ 437,000 

３ 367,400 ２４ 413,900 ４５ 437,800 

４ 370,000 ２５ 415,700 ４６ 438,600 

５ 371,900 ２６ 417,200 ４７ 439,000 

 ６ 374,400 ２７ 418,700 ４８ 439,700 

７ 376,700 ２８ 420,300 ４９ 440,200 

８ 379,200 ２９ 421,900 ５０ 440,600 

９ 381,700 ３０ 423,200 ５１ 441,000 

１０ 384,400 ３１ 424,500 ５２ 441,400 

１１ 387,000 ３２ 425,700 ５３ 441,800 

１２ 389,700 ３３ 426,900 ５４ 442,200 

１３ 392,100 ３４ 428,200 ５５ 442,600 

１４ 394,400 ３５ 429,500 ５６ 442,900 

１５ 396,600 ３６ 430,700 ５７ 443,200 

１６ 399,000 ３７ 431,900 ５８ 443,600 

１７ 400,800 ３８ 432,700 ５９ 443,900 

１８ 402,800 ３９ 433,500 ６０ 444,200 

１９ 404,700 ４０ 434,300 ６１ 444,500 

２０ 406,500 ４１ 434,900   

２１ 408,400 ４２ 435,600   

 

 


